
 

第１０章 擁壁の基礎工 

 

10.１ 基礎工の基本的事項 
 

 
１. 直接基礎の基本 

 
 直接基礎は，良質な支持層上に設けなければなりません。 

 したがって，必要支持力が期待できないような軟弱地盤等の場合には，良質な支

持層まで擁壁を根入れするかあるいは地盤改良を行う必要があります。 
 
２. 杭基礎の基本 

 
 良質な支持層が深い位置にあり，直接基礎の設計が不可能な場合は，杭基礎を考

慮するものとします。 
 

 
10.２ 軟弱地盤上の直接基礎 
 

 
１. 浅層地盤改良(比較的浅い位置に良質な支持層が存在する場合) 

 
 

(1) 浅層地盤改良の基本原則 
 
        改良地盤に必要な強度は，擁壁底版下面での最大地盤反力から決定するものと

し，必要な範囲を一様な強度で改良することを原則とします。 
 

(2) 改良厚と改良幅との関係 
 
        設計支持地盤下の軟弱層を，良質な支持層まで置換え又は安定処理等を行って

地盤改良する場合の改良厚と改良幅との関係及び実質上の施工範囲は，図.10-1

を標準とし，地中応力の分散角は一般的に 1：2（θ=26.6°）とし，浅層改良後

の地盤摩擦係数は原則 0.5 とします。 

    なお，改良を実施しても基礎砕石や均しコンクリートは必要です。また，設計

時には，基礎砕石等は改良厚に含まずに構造計算を行うものとします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図-(ａ). 置 換 え 工            図-(ｂ). 安 定 処 理 工 

                     図.10-1. 浅層地盤改良工(Ｌ型擁壁の例) 

改良を実施しても基礎砕石等は必要です。 
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２. 深層地盤改良(深い位置に良質な支持層が存在する場合) 

 
  深層地盤改良により良質な支持層まで改良する場合などの具体的な設計及び施工

については，表.10-1に掲げる最新の指針等により行うものとします。 
 
              表.10-1. 地 盤 改 良 に 関 す る 指 針 等 の 名 称 
 
 

指 針 ・ 示 方 書 等 発 刊 社 
 

 建築基礎構造設計指針 
日本建築学会 

 小規模建築物基礎設計指針 

 (改訂版)建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 

－セメント系固化材を用いた深層･浅層混合処理工法－ 
日本建築ｾﾝﾀｰ 

 道路土工･軟弱地盤対策工指針 日本道路協会 
  

 
10.３ 杭基礎 
 

 
１. 設計及び施工上の基本的事項 

 
  杭基礎の設計及び施工については，本章のほか，具体的な手法は，表.10-2に掲

げる最新の指針，示方書等に準拠して行うものとします。 
 
              表.10-2. 杭基礎に関する指針･示方書等の名称 
 
 指 針 ・ 示 方 書 等 発 刊 社  

 建築基礎構造設計指針 日本建築学会 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 日本建築学会 

 地震力に対する建築物の基礎の設計指針 日本建築ｾﾝﾀｰ 

 道路橋示方書・同解説・Ⅳ下部構造編 日本道路協会 

 杭基礎設計便覧 日本道路協会 

 杭基礎施工便覧 日本道路協会 
  

２. 設計の基本 
 
  杭基礎は，やむを得ない場合を除いては支持杭設計が原則で，常時，地震時とも

，下記の(1)～(4)に掲げる各設計条件を満足しなければなりません。 
 

 
(1) 杭の許容支持力 

 
        杭基礎に作用する荷重によって生じる各杭頭部の軸方向反力は，表.10-4 に掲

げる杭の許容支持力を超えないものとします。(令第 9 条第 2 項第 4 号) 
 

(2) 杭基礎の水平変位量 
 
    杭頭に生じる水平変位は，表.10-10 に掲げる許容水平変位量を標準とします。 
 

(3) 杭体の許容応力度 
 
    杭基礎の各部材に生じる応力度は，表.10-7 又は表.10-9 に掲げる許容応力度

以下とします。 
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(4) 杭の負の反力 
 
    主荷重又は主荷重と温度変化の影響に対し，杭に負の反力を生じさせないもの

とします。 
 

 
３. 杭の配列(｢道路橋示方書･同解説･Ⅳ下部構造編(日本道路協会)｣) 

 
 

(1) 杭の配列の原則 
 
    長期の持続荷重に対して均等に荷重を受けるように配列することを原則としま

す。 
 

(2) 杭の配列の基本 
 
    図.10-2 に示すように，左右対称の単純な配置とすることが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         図-(ａ). 正方形配列    図-(ｂ). 長方形配列    図-(ｃ). 千鳥配列 

                        図.10-2. 杭 の 配 列 の 原 則 
 
 

 
４. 杭の最小中心間隔(Ｓ)及び縁端距離(ｄ)(｢道路橋示方書・同解説・Ⅳ下部構造

編(日本道路協会)｣) 
 
 杭の最小中心間隔及は，杭径(Ｄ)の2.5倍以上とします。また，最外周杭中心と

底版縁端距離は，表.10-3に掲げる数値とし，その数値の取り方は，図.10-3を基準

とします。 
 
                  表.10-3. 杭 の 縁 端 距 離   
 

杭 の 種 類 縁端距離(ｄ)  

打込み杭，中掘り杭 1.25Ｄ 

場所打ち杭 1.0Ｄ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   図.10-3. 杭の最少間隔・縁端距離の取り方 
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５. 杭の許容支持力(令第9条第3項第2号,建基法施行令第93条,国土交通省告示第

1113号平成13年7月2日) 
 
 支持杭の許容支持力は，セメントミルク工法による埋込み杭，アースドリル工法

等による場所打ちコンクリート杭又は打込み杭の場合にあっては，表.10-4に掲げ

る表中の式により計算された地盤の許容支持力又は表.10-7又は表.10-9に掲げる杭

体の許容圧縮応力度のうち，いずれか小さい方の数値とします。 
 
           表.10-4. 支 持 杭 の 許 容 支 持 力      (kN) 
 

 長期応力に対する 

地盤の許容支持力 

短期応力に対する 

地盤の許容支持力 

算定式 
                  1 

Ｒａ＝ｑＰ・ＡＰ＋－ＲＦ 
                  3 

                  2 
Ｒａ＝2ｑＰ・ＡＰ＋－ＲＦ 

                  3 
 

ここにおいて，表.10-4に掲げる各記号は，それぞれ次の数値を表します。 
 

Ｒａ(kN):基礎地盤の長期又は短期応力に対する許容支持力 
 
     ｑＰ(kN/㎡)：基礎杭先端の地盤の許容応力度で，表.10-5に掲げる基礎杭の種

類に応じた式により計算された数値 
 
           表.10-5. 基礎杭先端の地盤の許容応力度 
 
  地 盤 の 許 容 応 力 度  基 礎 杭 先 端 の 

地盤の許容応力度 

 

 基 礎 杭 の 種 類  

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法による埋込み杭               ｑＰ=  
200 -     

N 
3 

ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法等による場所打杭               ｑＰ=  
150 -     

N 
3 

打込み杭 ｑＰ=  
300 -     

N 
3 

-      
N： 基礎杭の先端付近の地盤の標準貫入試験による   

打撃回数の平均値(回) 

    ただし，60回を超えるときは60回 
 
 

 
ＡＰ(㎡)：基礎杭先端の有効断面積 

 
ＲＦ(kN)：表.10-6に掲げる式により計算された基礎杭とその周辺の地盤との摩

擦力(地震時に液状化する恐れのある地盤を除く) 
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           表.10-6. 基礎杭とその周辺の地盤との摩擦力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
６. 杭体の許容応力度(国土交通省告示第1113号平成13年7月2日) 

 
 

(1) ＰＨＣ杭コンクリートの許容応力度 
 
        ＰＨＣ杭体の許容応力度は，表.10-7 に掲げる有効プレストレス量に応じた数

値によるものとします。 
 
                       表.10-7. ＰＨＣ杭体の許容応力度      ( N/mm２) 
 

 応力の種類  
長期応力に対する 

許容応力度 

短期応力に対する 

許容応力度 
 有効プレストレス量  

 許容応力度種別  N/㎜ 2 

許容圧縮応力度 

4 20 40 
8 

24 42.5 
10 

許容曲げ引張応力度 

4 1.0 2.0 
8 2.0 4.0 
10 2.5 5.0 

許容斜め引張応力度 

4 
1.2 1.8 8 

10 
 
       ここにおいて，表.10-7 に掲げる杭体の許容応力度に対するコンクリートの設

計基準強度は，表.10-8 に掲げる有効プレストレス量に応じた数値によるものと

します。 
 
            表.10-8. ＰＨＣ杭に用いるコンクリートの設計基準強度(N/mm２) 
 

有効プレストレス量( N/ｍ㎡) コンクリートの設計基準強度  

4 80 以上 

8 
85 以上 

10 
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(2) 場所打ち杭のコンクリートの許容応力度 

 
        場所打ち杭に用いるコンクリートの許容応力度は，表.10-9 に掲げる杭体の打

設の方法に応じた数値によるものとします。 
 
             表.10-9. 場所打ち杭のコンクリートの許容応力度   (N/mm２) 
 

 応力の種類 長期応力に対する許容応力度 
短期応力に 

対する 
許容応力度 

 施工条件 杭体の打設方法 

許容応力度 

種別 

 掘削時に泥水等を 
使用しない場合 

掘削時に泥水等を 
使用する場合 

許容圧縮 
応力度 

            長期応力に 

対する 

許容応力度の 

それぞれの 

数値の２倍 

  Ｆ     Ｆ 
かつ 6 

以
下 

 

  4     4.5  

            

許容せん断 
応力度 

 Ｆ 
かつ 

    Ｆ 
かつ 

   

長期応力に 

対する 

許容応力度の 

それぞれの 

数値の 1.5 倍 

 40    45    

            

 3 
0.49+ 

Ｆ 以
下 

  3 
0.49+ 

Ｆ 以
下 

 

 4 100   4 100  

許容付着 
応力度 

 3Ｆ 
かつ 

    Ｆ 
かつ 

   

 40     15    

            

 3 
1.35+ 

Ｆ 以
下 

  3 
1.35+ 

Ｆ 以
下 

 

 4 25   4 25  
 
       ここにおいて，表.10-9 に掲げるコンクリートの設計基準強度Ｆは，次の数値

を表します。 
 
               Ｆ：18 N/mm２以上(建基法施行令第 74 条第 1 項第 2 号) 
 

 
７. 杭の許容水平変位量 

 
 杭の許容水平変位量は，常時，地震時共，表.10-10に掲げる杭径に応じた数値と

します。 

                    表.10-10. 杭の許容水平変位量 
 
 
 
 

杭 径 (φ) φ≦1,500mm φ＞1,500mm  
 
 変 位 量(㎝) 1.5 φ×1％ 

    
 

 
８. 支持層の選定と根入れ長(｢杭基礎設計便覧(日本道路協会)｣) 

 
 

(1) 支持層の選定 
 
    支持層は，擁壁基礎に作用する荷重の規模，擁壁の重要度等に応じて選定する

のを基本としますが，一般には下記の 1)及び 2)に掲げる土質の層を目安としま
す。 

 

10-6



 

      1) 岩盤及びＮ値 30 程度以上の砂礫層・砂質土層で，杭径の 5 倍以上の層 
 
   2) Ｎ値 20 程度以上(一軸圧縮強度 0.4 N/mm２)の粘性土層で，杭径の 5 倍以上

の層 
 

(2) 杭先端の根入れ長 
 
        杭先端は，良質な支持層に根入れするものとし，その根入れ長の具体的な数値

については｢杭基礎施工便覧(日本道路協会)｣等を参考としてよいものとしますが，

一般的には根入れ長は，杭径程度以上を確保することが望ましい。 
 

 
９. 杭の負の周面摩擦力(｢道路橋示方書･同解説･Ⅳ下部構造編，杭基礎設計便覧(

日本道路協会)｣） 
 
 支持層の上が高盛土層，厚い軟弱粘土層等にあって，これらの層を貫いて深い支

持杭を構築する必要が生じた場合には，必要に応じて杭に生じる負の周面摩擦力(

ネガティブフリクション)に対する検討を行ってください。 
 

 
 
10. 杭本体の設計(｢道路橋示方書･同解説･Ⅳ下部構造編(日本道路協会)｣） 

 
 

(1) 杭軸方向力 
 
        安定計算で得られた杭頭反力をそのまま用いるものとします。 
 

(2) 地中部における断面力 
 
    軸直角方向力，杭頭モーメントによる杭体各部の曲げモーメント及びせん断力

は杭体を弾性床上のはりとして求めるものとします。 
 

(3) 杭本体設計用曲げモーメント 
 
     杭頭剛結合として得られた杭頭曲げモーメントの値と，杭頭ヒンジ結合として

得られた地中部最大曲げモーメントの値とを比較して，その大きい方の曲げモー

メントに対して設計するものとします。 
 

 
11. 杭と底版の結合部構造及び設計の基本(｢道路橋示方書･同解説･Ⅳ下部構造編，

杭基礎設計便覧(日本道路協会)｣) 
 
 杭と底版の結合部分は，剛結合として設計するものとし，その結合方法には方法

Ａと方法Ｂとがありますが，一般的な規模の擁壁にあっては，通常，方法Ｂを標準

とします。 

   ただし，擁壁が大規模で重要度が高い場合にあっては，結合部の剛結度の高い，

方法Ａによるものとします。 
 

 
(1) 結合方法Ａ 

 
    擁壁底版内の中に杭を一定長だけ埋め込み, 埋め込んだ部分によって杭頭曲げ

モーメントに抵抗する方法をいい，杭頭部の埋込み長は杭径以上とします｡ 
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(2) 結合方法Ｂ 

 
        擁壁底版内の杭の埋め込み長を最小限度にとどめ，主として鉄筋で補強するこ

とにより杭頭曲げモーメントに抵抗する方法をいい，杭頭部の埋込み長は 10cm

とします。 
 

(3) 杭頭結合部の設計の基本 
 

1) 杭頭結合部は，原則的に剛結合として設計するものとします。 
 
      2) 設計断面力は，杭頭を剛結合とした場合の杭頭でのモーメント，水平力，押

込み力及び引抜き力に対して抵抗できるように設計するものとします。 
 

 
12. 杭頭における設計荷重に対する応力度の照査(｢杭基礎設計便覧(日本道路協会)

｣) 
 

 
(1) 結合方法Ａ 

 
      ＰＨＣ杭の杭頭における設計荷重に対して，次の応力度を照査します。 
 

1) 押込み力に対する照査 
 

① 底版コンクリートの垂直支圧応力度が，コンクリートの許容支圧応力度以

下であること。 
 
        ② 底版コンクリートの押抜きせん断応力度が，コンクリートの許容押抜きせ

ん断応力度以下であること。 
 

2) 引抜き力に対する照査 
 
         杭外周におけるせん断応力度が，杭とコンクリートの許容付着応力度以下で

あること。 
 

3) 水平力及びモーメントに対する照査 
 
        ① 底版コンクリートの水平支圧応力度が，コンクリート許容水平支圧応力度

以下であること。 
 
        ② 底版コンクリート端部の杭に対する水平方向の押抜きせん断応力度が，コ

ンクリートの許容押抜きせん断応力度以下であること。 
 

(2) 結合方法Ｂ 
 
    ＰＨＣ杭及び場所打ち杭の杭頭における設計荷重に対して，次の応力度を照査

します。 
 

1) 押し込み力に対する照査 
 
        ① 底版コンクリートの垂直支圧応力度が，コンクリートの許容支圧応力度以

下であること。 
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② 底版コンクリートの押抜きせん断応力度が，コンクリートの許容押抜きせ

ん断応力度以下であること。 
 

2) 引抜き力に対する照査 
 
         引抜き力が作用する場合には，杭体内補強筋(杭頭部を切断する場合に，あら

かじめ杭頭部に配置しておく補強筋)で抵抗するものとして設計するので，原則

として引抜きせん断応力度に対する照査は行う必要はありません。 
 
      3) 水平力及びモーメントに対する照査 
 
        ① 底版コンクリートの水平支圧応力度が，コンクリート許容水平支圧応力度

以下であること。 
 
        ② 底版コンクリート端部の杭に対する水平方向の押抜きせん断応力度が，コ

ンクリートの許容押抜きせん断応力度以下であること。 
 
      4) 仮想鉄筋コンクリート断面の応力度 
 
         外力として，杭頭部に押込み力ＰとモーメントＭ又は引抜き力Ｐとモーメン

トＭとが作用する場合には，底版内に鉄筋コンクリート断面を仮定して，コン

クリートと鉄筋の応力度を照査します。 

     なお，仮想鉄筋コンクリート断面の直径は，杭の直径に 20cm を加えた長さと

しＰＣ鋼材は無視します。 
 
      5) 鉄筋の必要定着長 
 
         鉄筋の底版内及び杭体内への必要定着長を照査します。 
 

 
13. ＰＨＣ杭の押し抜きせん断に抵抗する底版の有効厚(｢杭基礎設計便覧(日本道

路協会)｣) 
 

 
(1) 結合方法Ａにおける押し抜きせん断に抵抗する底版の有効厚は，図.10-4 に示

すとおりです。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図-(ａ). 垂直方向有効厚       図-(ｂ). 水平方向有効厚 

        図.10-4. 結合方法Ａにおける押し抜きせん断に抵抗する底版の有効厚 
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(2) 結合方法Ｂにおける押し抜きせん断に抵抗する底版の有効厚は，図.10-5 に示

すとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            図-(ａ). 垂直方向有効厚        図-(ｂ). 水平方向有効厚 

       図.10-5. 結合方法Ｂにおける押し抜きせん断に抵抗する底版の有効厚 

                

ここにおいて，図.10-4 及び図.10-5 に掲げる記号は，次の数値を表します。 
 
          ｈ：垂直方向の押抜きせん断力に抵抗する底版の垂直方向の有効厚 
 
          ｈ′：水平方向の押抜きせん断力に抵抗する底版の水平方向の有効厚 
 

 
14. 杭頭結合部の構造細目(｢道路橋示方書･同解説･Ⅳ下部構造編(日本道路協会)｣) 

 
 

(1) 結合方法Ａ 
 
    ＰＨＣ杭の杭頭結合部の構造細目は，図.10-6 を標準とし，杭頭をカｯトオフす

る場合の杭の埋込み長Ｌは，杭径Ｄ又は 50φ(φcm：ＰＣ鋼材の外径)のうち，大

きい方とします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      図.10-6. 構造細目図 
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(2) 結合方法Ｂ 
 

1) ＰＨＣ杭 
 
     ＰＨＣ杭の杭頭結合部の構造細目は，図.10-7 を標準とします｡ 

     ただし，杭頭をカットオフする場合には，鉄筋の杭体内への定着長は，

図.10-7 に示すように，必要最小限の定着長にＰＣ鋼材切断に伴う応力減少範

囲として，50φ (φ㎝：ＰＣ鋼材の外径)を加算するものとします。 

         なお，中詰めコンクリートには中詰め補強鉄筋を設けることを原則とし，そ

の補強鉄筋は原則として鉄筋かご方式によるものとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            図-(ａ). 構造細目標準図               図-(ｂ). 細部拡大図 

                           図.10-7. 杭頭結合部の構造細目 
 

2) 場所打ち杭 
 
     場所打ち杭の杭頭結合部の構造細目は，図.10-8 を標準とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                         図.10-8. 構造細目図 

 

ここにおいて，図.10-7 及び図.10-8 に掲げる記号は，次の数値を表します。 
 
           Ｌ ：鉄筋の必要定着長(㎝)  Ｌｏ：鉄筋の必要最小限定着長(㎝)＝35ｄ 
 
           ｄ ：定着する補強鉄筋径(㎝)  Ｄ ：杭の外径(㎝) 
 
           φ ：ＰＣ鋼線の外径(杭外径 300 ㎜～1,000 ㎜：φ＝9 ㎜)  
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15. ＰＨＣ杭の杭頭仕上げ(｢杭基礎施工便覧(日本道路協会)｣) 

 
 ＰＨＣ杭の杭頭仕上げは，下記の(1)～(3)に掲げる施工基準を一般原則とします

。 
 

 
(1) 杭頭を油圧ジｬｯキ式切断機等を用いて切断するにあたっては，杭に縦ひびの発

生及びプレストレスの減少を防止するための鋼製バンドを取り付けて施工するも

のとします。 
 
    (2) 切断にあたっては，杭体内補強鉄筋を損傷しないように露出させ，付着コンク

リートはできるだけ取り除くものとします。 
 
    (3) 杭内空部に設置する中詰め補強鉄筋の中詰めコンクリートは，擁壁底版のコン

クリートとの同時打設を行ってはならない。(中詰めコンクリート単独打設の原

則) 
 

 
16. 杭の建込み及び掘削精度 

 
  杭の建込み及び掘削における杭心のずれ並びに杭の傾斜精度については，杭工法

別に標準的な管理値(経験値)を設定し,その数値を目安として施工するものとしま

すが，その具体的な管理値等については，｢建築基礎構造設計指針(日本建築学会)｣

,｢杭基礎施工便覧(日本道路協会)｣等を参考としてください。 
 

 
 
17. 杭基礎の施工にあたっての生活環境の保全等に関する基本的留意事項(｢杭基礎

施工便覧(日本道路協会)｣) 
 

 
(1) 騒音,振動 

 
        杭工法の選定にあたっては，地形条件，地質条件，施工条件等について考慮す

ることはもちろんのこと，特に造成計画区域の周辺の生活環境に配慮し，騒音，

振動等について事前調査を実施するなど十分な検討を加えるものとします。 

     なお，調査の結果，振動，騒音等が問題となるような場合，｢騒音規制法｣,｢振

動規制法｣等に基づく基準及び地方自治体の条例等によって規制されている地域に

おいては,その基準を遵守してください。 
 

(2) 残土処理及び廃棄泥水処理 
 
        場所打ち杭等の施工時に発生する掘削残土及び廃棄泥水の処分にあたっては，

生活環境の保全及び公衆衛生の向上をはかるよう努力するとともに，｢水質汚濁

防止法｣，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の基準及び地方自治体の条

例等によって規制されている場合は，その基準を遵守してください。 
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